
報告第１号 

職員による自動車事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告につい  

て 

職員による自動車事故に係る損害賠償事件に関し、その損害賠償の額の決定及びこ

れに伴う和解について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に

基づき、次のとおり専決処分したから、同条第２項の規定により、報告する。 

１ 専決処分をした年月日 令和５年10月３日 

２ 損害賠償及び和解の相手方 

住所 久慈市侍浜町北野第10地割226番６ 

氏名 東亜リース株式会社久慈営業所 営業主任 三浦 佑太 

３ 損害賠償の額  490,600円  

４ 和解の内容 

損害賠償の額を３のとおりとし、当事者は、ともに将来いかなる事由が発生して 

も一切の異議を申し立てない。 

５ 損害賠償の原因 

令和５年１月15日午前３時00分頃、市道上長内長内橋線において、市が相手方か

ら自動車賃貸借契約により借り上げたショベルローダーを用いて除雪作業中、道路

に設置されていた敷鉄板に誤って接触し、車両のスノープラウを損傷させたもので

ある。 

令和５年12月７日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 
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